
＜討論会における研究発表の特許手続き上の証明について＞ 

 

本会は特許法第30条第１項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本討論会にお

いて文書をもって発表し、 

（１）Web上で公開した日より６ヶ月以内に（討論会講演要旨集をWeb上で公開した日より起算）、その発明者が実用新案また

は特許について）『「特許法第30条第１項の適用」を受けようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提

出し、 

（２）さらに、その発明、考案が『本学会開催の討論会で発表されたものであることを証明する「本学会発行の証明書」を出願

の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は、その発明、考案は新規性を失わないと認められることとなっています。

この際、討論会講演要旨集に記載されていることがらに関しては、刊行物と見なされるので当然保護されます。したがって、

討論会講演要旨集に記載のない事柄についての発表を保護の対象としたいときのみ、別に文書を本学会に提出することに

なります。それには、 

（イ）発表者は、発表のもとになる「文書」（全部または必要部分）を作成してあらかじめ座長に提出し、発表後、口頭で発表し

たことの事実を座長に「確認」してもらいます。（討論会講演要旨集のコピーのみを特許庁に提出される場合は座長の確認は

必要ありません。） 

（ロ）座長の確認を受けるには、次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して、上述の「文書」と共にあらかじめ座長に

提出します。 

（ハ）出願者が本学会発行の証明書を特許庁長官に提出する時には、座長の捺印した「確認書」１通、「文書」２通（正、副）の

他、下記の例に示すような「証明書」（学会の控えを含む２通）を作成して、返信用封筒（宛名記入、切手貼付）を同封し、本学

会宛にその証明書を請求してください。本学会では、この証明書に、「文書」のうち１通（正）を添付して返送します。 

 

   確認書の例    証明書の例  

                        2017年○月○日 

 一般社団法人日本環境化学会御中 

               

 第26回環境化学討論会 

                    座長○○○○ 印 

 

 第26回環境化学討論会において、添付の文書のとお

り発表があったことを確認します。 

 

                   記 

 

講演日時：2017年6月○日 

講演場所： 

演題番号： 

発表者及び演題： 

               証 明 書 

                              2017年○月○日 

特許庁長官 

   ○○殿 

                一般社団法人 日本環境化学会 

                    会長 柴田 康行 印 

  

本学会開催による第26回討論会において○○は添

付の文書をもって発表したことを証明します。 

                  記 

 

講演日時：2017年6月○日 

講演場所： 

演題番号： 

発表者及び演題： 

 

(注)発表者が連名の場合は「確認書」「証明書」「文書」とも全員の名前を記入すること。 

 

 

 


